
指定管理者の指定について 

 

１ 施設の名称 

 （１） 東方公園 

 （２） 柴崎公園 

 （３） 岡部中央公園 

 （４） 白草台運動公園 

 （５） 明戸農村公園 

 （６） 川本グラウンド・ゴルフ場 

 

２ 指定管理者として指定するもの 

  深谷市地域振興財団・深谷市シルバー人材センター共同事業体 

  代表者 

  深谷市上野台２５６８番地 

  公益財団法人深谷市地域振興財団 

  理事長 坂田秋雄 

 

３ 指定期間 

  令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

４ 公募・非公募の区分（非公募の場合は、その理由） 

（１） 区分 非公募 

（２） 非公募の理由 

指定管理者を指定する施設は、利用の受付、許可、使用料の徴収等の施設 

貸出業務を各地区の公民館が対応しており、また、各地区の自治会活動とも

関連が深く、各種スポーツ大会、自治会のコミュニティ事業等に有効活用さ

れている。 

このような中、令和７年４月１日から公民館に指定管理者制度が導入され 

 ることから、公民館での施設貸出業務を現状どおり継続させることで公民館 

における市民及び自治会の利便性を維持するとともに、維持管理業務も含め

た施設全体を指定管理とすることで施設管理における自治会事業等への柔軟

な対応及び効果的な活用が望まれている。 

このようなことから、公民館の指定管理者である「深谷市地域振興財団・ 

深谷市シルバー人材センター共同事業体」を指定管理者として指定したいた 

め、深谷市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例第２条



第２項第３号の規定に基づき非公募とした。 

 

５ 指定管理者候補者の選定 

 （１） 選定の結果 

  令和７年度からの指定管理者を、深谷市指定管理者選定委員会において、

募集要項の選定基準に基づき書類審査等を行い、指定管理者候補者に選定し

た。 

  

（２） 選定の理由 

 ア 公の施設の管理を行う上での基本的な考え方が適切であり、施設の公

平・平等な利用確保が可能である。 

イ これまで施設を管理運営してきた経験と実績に加えて、健全な財務状

況を有しており、今後も安定した管理運営が可能である。 

ウ 令和７年度から指定管理業務を行う公民館との連携した運営により、

利用者からの問合せ等への対応が迅速化するなど、サービス水準の向上

が期待できる。  

エ 市内経済活性化のための雇用など、地域貢献への配慮が適切である。 

オ 上記の点のほか、提出された申請書類を総合的に評価した結果、指定

管理者候補者として適当である。 

選定基準 採点結果／配点 

事業計画書に基づく公の施設の運営が、市民

の平等な利用を確保することができるもので

あること。 

６１／８０ 

事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大

限に発揮させるものであること。 
１６９／２４０ 

事業計画書の内容が、施設の管理に係る経費

の縮減を図るものであること。 
６５／１６０ 

事業計画書に沿った管理を安定して行う物的

能力及び人的能力を有する法人等であるこ

と。 

１７４／２４０ 

その他（環境及び地域貢献への配慮） ５４／８０ 

合  計 ５２３／８００ 



６ 参考条文 

  深谷市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例（抄） 

 （公募） 

第２条 市長及び深谷市教育委員会（以下「市長等」という。）は、指定

管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項

を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体

（以下「法人等」という。）を公募するものとする。 

 （１） 管理を行わせる公の施設の名称及び所在地 

 （２） 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲 

 （３） 指定の期間 

 （４） 申請の方法 

 （５） 当該公の施設の前年度における利用者数、決算その他運営状 

  況 

 （６） 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項 

２ 前項の規定のかかわらず、次に掲げる場合は、公募しないことがで

きる。 

 （１） 次条の規定による申請がなかった場合 

 （２） 第４条の規定による選定に係る審査の結果、当該公の施設に 

係る指定管理者の候補者として選定するべき法人等がなかった場

合 

（３） 公の施設の適正な運営を確保するため、市長等が必要と認め 

 る場合 

 

（候補者の選定の特例） 

第５条 市長等は、第２条第２項の規定により公募しない場合は、市が 

 出資等をしている法人、公共団体又は公共的団体を指定管理者の候補

者として選定することができる。 

２ 前２条の規定は、前項の規定による選定について準用する。 

 

 


